
 

                                    甲州教総357号 

令和5年7月10日 

各小中学校 

学校長 様 

                         甲州市教育委員会 

                         教育長 小林俊彦 

 

「夏季休業中の課題等について生成AIの利用に関する留意点」について（通知） 

 

                                 

 

 

 

 令和５年７月４日 文部科学省 初等中等教育局の「初等中等教育段階における 生成AIの

利用に関する暫定的なガイドライン」と令和5年7月7日山梨県教育委員会より「生成AIの利

用に関する基本的な考え方と活用に当たっての主な留意点」を受けて、甲州市においても、

それらに準じ、ガイドラインの検討を図っています。 

甲州市としても基本的な考え方としては、「生成AIを教育における新しいツールの１つと

して捉え、必要な情報リテラシー等情報活用能力の習熟を進めていく。その上で授業や学校

の働き方等教育現場における活用を試行していく」という捉えです。 

留意点として、利用規約の遵守（児童生徒用1人1台端末では利用制限）はもとより、事前

に生成AIの性質やメリット・デメリット、個人情報やプライバシーに関する情報、機密情報

を入力しない指導、生成AIに全てを委ねるのではなく自己の判断や考えが重要であることを

十分に理解させることや、発達の段階や子供の実態を踏まえ、利用することの指導が求めら

れます。 

差し当たり、夏季休業前に課題等について生成AIの利用に関する留意点を必要に応じて児

童生徒・保護者への周知をお願いします。 
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「夏季休業中の課題等について生成AIの利用に関する留意点」     R5.7 
 

○甲州市の児童生徒用1人1台端末では、Bard等の生成AIは、利用制限により使用できない。

教師用端末では、Bardの利用は可能である。授業や校務で活用し、有効な場面を検証す

る。 

〇「学校外で児童生徒が1人1台端末以外の端末で生成AIを活用する場合の留意点」について 

・夏季休業前に留意事項を必要に応じて児童生徒に下記の内容を指導する。 

 
※利用規約：ChatGPT…13歳以上、18歳未満は保護者同意  Bing Chat…成年、未成年は保護者同意  Bard…18歳以上    

利用規約より児童は、利用できない（Bingだけは保護者の同意が必要）。生徒は、保護者の同意がなければ利用できない。 

児童生徒用1人1台端末では、いずれも利用できない。 

「初等中等教育段階における 生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン 」より 
 

・「初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン」の作成について（通知）」（５文科初第758号） 

https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf 

 

・夏季休業中は、児童生徒用の1人1台端末の持ち帰りが基本です。「はじめよう！これからの家庭学習」等のICT端末を活用

した取組も各校で行われることと思います。「ふるさと山梨」等の自由研究もICT端末の活用が期待されます。夏季休業中

だけは、昨年度と同様に家庭用プリンターとも接続可能となりますので、紙面での課題提出には有効です。夏季休業中はIC

T端末の管理は保護者となります。故障や紛失等がないようにICT持ち帰りのルールを再度、児童生徒へ指導することと保護

者に、確認・ご理解していだだけるようお願いします。 

 

https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf

